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介護老人保健施設 葵の園・桶川 重要事項説明書 

 

１ 施設の名称及び所在地 

施設名称 介護老人保健施設 葵の園・桶川 

所在地 埼玉県桶川市倉田２２０８－１ 

法人名 医療法人社団 葵会 

代表者名 理事長 新谷 幸義 

電話番号 ０４８－７２９－１５００ 

サービスの種類 介護保健施設サービス 

介護保険事業者番号 1155280033(ユニット型) 

 

２ 事業の目的 

 加齢に伴い生ずる心身の変化に起因する疾病等により要支援、経過的要介護状態等とな

り介護、機能訓練並びに看護及び医療を要する者等について、これらの者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入所療養介護のサービスを提供

し、もって保険医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

３ 運営の方針 

（１）施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療ならびに日常生活の世話を行うことにより、入所者がその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともにその者の居宅におけ

る生活への復帰を目指すものとする。 

（２）入所者の意思及び人権を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努め

るものとする。 

（３）明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、居宅介

護支援事業者、居宅サービス事業者、及び他の介護保健施設、保険医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携を努めるものとする。 

 

４ 職員の職種・員数 

職種 
常勤 非常勤 夜間 

備考 
ユニット ユニット ユニット 

医師 1 0.5   

看護師 5 0.7 1  

介護士 23 3.2 3  

理学療法士等 3    

支援相談員 1    

薬剤師  0.9(常勤換算)   

管理栄養士 1 0.9   

介護支援専門員 1    

事務職員 4 0.3   
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５ 利用定員及び設備等 

定員 １５０名 

居室 ユニット ５８床 

浴室 一般浴室、個浴室、機械浴室があります 

機能訓練室 １室 

 

６ サービスの内容 

（１）医療・看護・介護の各サービス 

（２）入浴(週２回) 

（３）機能訓練 

（４）食事 

（５）相談援助（入所者及び家族への助言援助） 

（６）レクリエーション、家族との交流 

（７）サービス利用のための措置 

   項  目 有 無 備  考 

男性職員の有無 有 ― 

身体的拘束の有無 無 ― 

従業員への研修の実施 有 月１～２回の施設内研修の実施 

サービスマニュアルの有無 有 ― 

 

 ※身体的拘束の手続きについて 

 緊急やむを得ない状況が発生し、「身体拘束」を行う場合は以下の手続きにより行います。 

（１）第一に代替案を検討します 

（２）実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適正、安全性、 

経過確認の方法について検討を行います。 

（３）事前もしくは事後速やかに、施設長の判断を仰ぎます。 

（４）事前もしくは事後速やかに、家族等に連絡を致します。 

（５）事前もしくは事後速やかに、施設長・事務長・看護師・支援相談員・介護士・家 

族等の参加するカンファレンスを開催し、「身体拘束」の理由、治療及び対応方針を

確認し、ケアプランを作成致します。 

 

７ 利用料金 

（１）基本料金 

施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料

が異なります。以下は 1 日あたりの自己負担分です。） 

 

  ユニット型 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護度１ ８２４円 １,６４８円 ２,４７１円 

要介護度２ ８７１円 １,７４２円 ２,６１３円 

要介護度３ ９３８円 １,８７６円 ２,８１３円 

要介護度４ ９９５円 １,９８９円 ２,９８３円 

要介護度５ １,０４６円 ２,０９１円 ３,１３７円 
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上記の料金表以外に、別途加算があります。 

各加算 
１日あたりの料金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

初期加算（Ⅰ） ６２円 １２４円 １８５円 

初期加算（Ⅱ）（入所日から 30 日間） ３１円 ６２円 ９３円 

認知症ケア加算 ７８円 １５６円 ２３４円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）（１日につき） ３円 ６円 ９円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）（１日につき） ５円 ９円 １３円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２６５円 ５３０円 ７９５円 

リハビリテーションマネジメント計画書情

報加算(Ⅱ)（月単位） 

３４円 ６８円 １０２円 

自立支援促進加算（月単位） ３０９円 ６１７円 ９２５円 

療養食加算（１食につき１回） ７円 １３円 １９円 

経口移行加算 ２９円 ５８円 ８７円 

経口維持加算Ⅰ ４１１円 ８２２円 １,２３３円 

経口維持加算Ⅱ １０３円 ２０６円 ３０９円 

緊急時治療管理加算(１月１回３日を限度） ５２５円 １,０６４円 １,５９６円 

外泊時加算（１月に６日を限度） ３７２円 ７４４円 １,１１６円 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）（月単位） ９３円 １８５円 ２７８円 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（月単位） １１３円 ２２６円 ３３９円 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １９円 ３７円 ５６円 

夜勤職員配置加算 ２５円 ５０円 ７４円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加

算（Ⅰ） 

２４７円 ４９３円 ７４０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加

算（Ⅱ） 

１２４円 ２４７円 ３７０円 

退所時情報提供加算（Ⅰ）（１人につき１回） ５１４円 １,０２７円 １,５４１円 

退所時情報提供加算（Ⅱ）（１人につき１回） ２５７円 ５１４円 ７７１円 

訪問看護指示加算 ３０９円 ６１７円 ９２５円 

若年性認知症入所者受入加算 １２４円 ２４７円 ３７０円 

療養体制維持特別加算 ２８円 ５６円 ８４円 

入退所前連携加算（Ⅰ） ６１７円 １,２３３円 １,８４９円 

入退所前連携加算（Ⅱ） ４１１円 ８２２円 １,２３３円 

入所前後訪問指導加算Ⅰ２ ４６３円 ９２５円 １,３８０円 

入所前後訪問指導加算Ⅱ２ ４９３円 ９８６円 １,４７９円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４４円 ２８８円 ４３２円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７２円 １４４円 ２１６円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４７円 ４９３円 ７４０円 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） １０３円 ２０６円 ３０９円 

所定疾患施設療養費Ⅰ ２４６円 ４９１円 ７３７円 

所定疾患施設療養費Ⅱ ４９３円 ９８６円 １,４７９円 
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退所時栄養情報連携加算（回） ７２円 １４４円 ２１６円 

再入所時栄養連携加算（回） ２０６円 ４１１円 ６１７円 

排せつ支援加算（Ⅰ）（月単位） １１円 ２１円 ３１円 

排せつ支援加算（Ⅱ）（月単位） １６円 ３１円 ４７円 

排せつ支援加算（Ⅲ）（月単位） ２１円 ４１円 ６２円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（月単位） ４１円 ８２円 １２３円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）（月単位） ６２円 １２４円 １８５円 

安全対策体制加算（入所月１回のみ） ２１円 ４１円 ６２円 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ（月単位） ３円 ６円 ９円 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ（月単位） １４円 ２７円 ４０円 

ターミナルケア加算１１ ７４円 １４８円 ２２２円 

ターミナルケア加算２１ １６５円 ３２９円 ４９３円 

ターミナルケア加算３１ ９３５円 １８６９円 ２８０４円 

ターミナルケア加算４１ １９５２円 ３９０３円 ５８５４円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０５円 ４１１円 ６１６円 

外泊時在宅サービス利用費用(１月６日限度） ８２２円 １６４４円 ２,４６５円 

在宅復帰在宅療養支援機能加算(基本型) ３５円 ７０円 １０５円 

協力医療機関連携加算（１）（月単位） １０３円 ２０６円 ３０９円 

協力医療機関連携加算（２）（月単位） ６円 １１円 １６円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（月単位） １１円 ２１円 ３１円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）（月単位） ６円 １１円 １６円 

新興感染症等施設療養費 ２４７円 ４９３円 ７４０円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 総合計単位数の７．５％ 乗じた額 

※上記料金は桶川市地域６級地区分単価（10.27 円）で計算されています。 

（２）食 費  

 第１段階 第２段階 第３段階 ① 第３段階 ② 第４段階 

要介護１ 

300 円/日 390 円/日 650 円/日 

 

 

1,360 円/日 

 

1,850 円/日 

（朝：470 円） 

（昼：750 円） 

（夕：530 円） 

（おやつ：100 円） 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

（３）居住費 入所者負担の段階により以下の内容になります。 

 第１段階 第２段階 第３段階 ①、② 第４段階 

要介護１ 

880 円/日 880 円/日 1,370 円/日 2,060 円/日 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

（４）その他の料金 ※希望者による 

日用品費 1日あたり 300円（タオル・バスタオル等の費用です） 

教養娯楽費 1日あたり 150円（レクリエーションやクラブ活動に係る費用です） 

文書作成料 1通につき 2,000円 ～ 20,000円税別 

（他医療機関等に情報提供等を希望される場合） 
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在所証明書 1通につき 500円税別 

理美容代 実費 

健康管理料 実費（インフルエンザ等予防接種に係る費用や抗原検査に係る費用等） 

外泊時おむつ代 実費 

電気代 テレビ・ラジオ等でコンセント使用時 50円／日 税別 

８ 入退所の手続き 

（１）入所手続き 

まずは、お電話等でお申込みください。居室に空きがあれば入所頂けます。 

居宅サービス計画の作成を依頼されている場合は、事前に介護支援専門員とご相談

ください。 

（２）退所手続き 

① 入所者のご都合で退所される場合 

退所を希望する日の７日前までにお申し出ください。 

② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

  ・入所者が他の介護保険施設に入所した場合 

  ・介護保険給付でサービスを受けていた入所者の要介護認定区分が、非該当(自立)又

は要支援と認定された場合(この場合、所定の期間の経過をもって退所していただ

くことになります。) 

  ・入所者が医療機関へ入院した場合 

  ・入所者がお亡くなりになった場合 

③ その他 

・入所者がサービス利用料金のお支払を正当な理由なく３０日以上遅延し、料金を支

払うよう催告したにも関わらず、７日以内に支払わない場合、又は入所者やご家族

などが事業者やサービス利用契約を終了させていただくことがございます。 

・入所者のやむを得ない事由により契約終了後の施設利用があったときは、実費を請

求します。 

９ 非常災害対策 

 （１） 防災時の対応：事業所防災規定による。 

 （２） 防災設備：前ア項の規定に沿った設備を設置。 

 （３） 防災訓練：年２回実施。 

10 事故発生時の対応 

（１）事故発生時は、速やかに家族、関係機関に連絡し対応致します。 

（２）サービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、入所者の生命・身

体・財産に損害を及ぼした場合は、入所者に対して損害を賠償致します。 

11 緊急時の対応方法 

  入所者の容態の変化等があった場合は、医師により必要な処置を講じるほか、ご家族

の方に速やかに連絡致します。 

 

12 サービス内容に関する相談・苦情 

  （１）施設ご利用相談・苦情担当 

     苦情担当  事務長   武田 淳美 

     相談担当  支援相談員  

     連絡先   電話 048-729-1500 
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  （２）その他 

     市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

     埼玉県国民健康保険団体連合会 電話：048－824－2568 

桶川市 担当課：介護保険課  電話：048－786－3211 

 

13 業務継続計画の策定 

① 感染症や非常災害の発生において、入所者に対する介護保険施設サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

14 虐待防止 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 

③ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

④ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報します。 

 

15 協力医療機関 

協力医療機関 医療法人財団 聖蹟会 埼玉県央病院  

  埼玉県桶川市坂田 1726 048-776-0022 

 医療法人社団 壽亮会 大谷記念病院  

  埼玉県桶川市加納字宮の脇 048-728-2411 

 医療法人社団 顕心会 伊奈中央病院  

  埼玉県北足立郡伊奈町寿 4丁目 43番地 048-721-3022 

協力歯科医院 ひのき歯科  

  埼玉県さいたま市北区日進町 2-1108-3 048-651-8855 

 

 

16 その他留意事項 

面会 施設へお問い合わせ下さい。 

外泊・外出 施設へお問い合わせ下さい。 

飲酒・喫煙 全館禁煙となっています。 

設備・備品の利用 定められた場所で注意を持って正しく使用してください。 

部屋移動 入所中処遇上の理由で療養室が変更となる場合がございます。 

私物の持ち込み 

衣類その他私物には必ず全てフルネームでお名前を記入してください。

（油性マジックで記入、またはネームシール可） 

品物によって制限させていただく場合があります。ライター等の火気類、

ドライヤー、照明等のコードを有する物品の持ち込み禁止。 

貴重品の持ち込み お断りします 
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施設外での受診 
外泊時に受診される場合は病院提出に必要な施設入所証明書を発行いた

します。事前にご連絡ください。 

宗教活動 お断りします 

ペットの持ち込み お断りします 

飲食物の持ち込み 

お断りします。ご家族が施設内で一緒に飲食を希望する場合には看護師に

ご相談いただき、看護師の許可を得てください。残った食べ物はお持ち帰

りください。誤嚥（気管に入り肺炎の原因）・窒息の危険性があります。

また、何を摂取されていたかを看護師・職員にお知らせください。 

 

 

 

令和    年   月   日 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設入所にあたり、入所者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を

説明致しました。 

 

 

事業者  所在地 埼玉県桶川市倉田２２０８－１ 

      名 称 医療法人社団 葵会 

          介護老人保健施設 葵の園・桶川 

       

説明者                       ㊞ 

  

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から介護老人保健施設入所についての重要事項の

説明を受けました。 

 

 

入所者    住 所                         

 

 

       氏 名                       ㊞ 

 

 

 連帯保証人  住 所                         

 

  

        氏 名                       ㊞ 
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